
平
成
二
十
一
年
七
月
三
日
受
領

答

弁

第

五

八

二

号

内
閣
衆
質
一
七
一
第
五
八
二
号

平
成
二
十
一
年
七
月
三
日

内
閣
総
理
大
臣

麻

生

太

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
鈴
木
克
昌
君
提
出
公
務
員
の
天
下
り
団
体
及
び
そ
れ
ら
の
団
体
に
対
し
て
交
付
さ
れ
て
い
る
補
助
金
等
に
関
す

る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
克
昌
君
提
出
公
務
員
の
天
下
り
団
体
及
び
そ
れ
ら
の
団
体
に
対
し
て
交
付
さ
れ
て
い
る
補
助
金
等
に

関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
十
二
兆
千
億
円
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
に
衆
議
院
調
査
局
が
取
り
ま
と
め
た
「
国
家
公
務
員
の
再
就
職
状
況

に
関
す
る
予
備
的
調
査
」
（
長
妻
昭
君
外
百
十
一
名
提
出
、
平
成
二
十
年
衆
予
調
第
三
号
）
に
つ
い
て
の
報
告
書
（
以
下
「

報
告
書
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
公
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
詳
細
な
内
訳
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
に
記
載
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
十
二
兆
千
億
円
は
、
平
成
十
九
年
度
に
お
い
て
国
家
公
務
員
再
就
職
者
が
い
る
調

査
対
象
法
人
に
対
し
て
、
補
助
金
、
物
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
購
入
費
、
出
資
金
、
財
投
計
画
に
基
づ
く
融
資
等
、
名
目
を
問
わ

ず
同
年
度
に
国
か
ら
行
っ
た
金
銭
の
交
付
額
を
機
械
的
に
合
計
し
た
金
額
を
指
し
て
お
り
、
そ
の
大
宗
は
政
策
的
経
費
と
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
及
び
三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
人
件
費
に
つ
い
て
は
、
報
告
書
に
お
い
て
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
な
お
、
麻
生
内
閣
総
理
大
臣
の
発
言
は
、
国

か
ら
の
金
銭
交
付
が
あ
る
調
査
対
象
法
人
に
在
籍
し
て
い
る
国
家
公
務
員
再
就
職
者
一
万
四
千
六
百
六
十
五
人
に
つ
い
て
、

一



平
均
年
収
を
七
百
万
円
と
仮
定
し
、
そ
の
す
べ
て
が
国
費
で
賄
わ
れ
る
と
仮
定
し
て
単
純
に
計
算
す
れ
ば
、
十
二
兆
千
億
円

の
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
（
千
二
十
六
億
円
）
と
な
る
と
の
推
計
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

社
会
保
障
安
定
財
源
の
確
保
に
つ
い
て
は
、
「
持
続
可
能
な
社
会
保
障
構
築
と
そ
の
安
定
財
源
確
保
に
向
け
た
「
中
期
プ

ロ
グ
ラ
ム
」
」
（
平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
四
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
税
制
抜
本
改
革
の
一
環
と
し
て
実
現
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
道
筋
及
び
基
本
的
方
向
性
は
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
十

三
号
）
附
則
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
同
法
附
則
第
百
四
条
第
一
項
に
よ
り
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
税

制
の
抜
本
的
な
改
革
は
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
、
「
不
断
に
行
政
改
革
を
推
進
す
る
こ
と
及
び
歳
出
の
無
駄
の
排
除
を
徹

底
す
る
こ
と
に
一
段
と
注
力
し
て
行
わ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。

二


